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入  札  公  告  

 次のと おり一般競争入札 に付しま す。  

 本案件 は、競争参加資格 確認のた めの証明書

等（以下 ､｢証明書等」とい う ｡)及び 総合評価の

ための環 境性能に関する証 明書（以 下、「性能

等証明書 」という。）の提 出、入札 を電子調達

システム （ＧＥＰＳ）で行 う対象案 件です。   

  平成 29 年 9 月 1 日  

      分任 支出負担 行為担当官  

    関東地方整備局  

東京第二 営繕事務所長  嶋 津  伸一  

１  調達 内容  

(1) 調達件名 及び数量  

H29 東京 第二営繕事務所連 絡車（ 7 人

乗） 1 台 交換購入（電子調 達システ ム対 象

案件）  

 (2) 調達件名 の特質等  入札説明書によ る  

 (3) 納入期限  

平成 29 年 11 月 28 日 まで  
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(4) 納入場所  

東京第二 営繕事務所（東京 都江東区 東雲

1-9-5）  

(5) 入札方法  落札決 定に 当たって は、総合

評価落札 方式をもって行う ので、性 能等

証明書を 提出すること。な お、国が 引き

渡す物品 と国が購入する物 品の差額 、課

税対象と なる輸送費等諸経 費及び自 動車

リサイク ル料金（資金管理 料金）、 自動

車重量税 、自動車損害賠償 責任保険 料、

自動車リ サイクル料金（非 課税分） の総

価を落札 金額とするので、 入札者は 消費

税及び地 方消費税に係る課 税事業者 であ

るか免税 事業者であるかを 問わず、 国が

引 き 渡 す 物 品 と 国 が 購 入 す る 物 品 の 差 額 、

輸送費等 諸経費及び自動車 リサイク ル料

金（資金 管理料金）を加算 した金額 と当

該金額の 100 分の８に相当 する額（ 当該

金額に１ 円未満の端数があ るときは 、そ

の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 と す る 。 ） 、
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自動車重 量税、自動車損害 賠償責任 保険

料、自動 車リサイクル料金 （非課税 分）

を 加 算 し た 総 価 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

引き渡す 物品が既にリサイ クル料金 納付

済みの場 合、譲渡する日を もって、 国は

当該自動 車の最終所有者で はなくな るた

め、預託 済みのリサイクル 料金等相 当額

を別途発 行する納入告知書 により、 所定

の期限ま でに納付すること 。なお、 納付

する預託 済みのリサイクル 料金等相 当額

は入札書 の総価に含まない 。  

原則とし て、当該入札の執 行におい て

入 札 執 行 回 数 は ２ 回 を 限 度 と す る 。 な お 、

当該入札 回数までに落札者 が決定し ない

場合は、 原則として予算決 算及び会 計令

第 99 条 の２の 規定に基 づく随意契約には 、

移行しな い。  

(6) 電子調達 システム （Ｇ ＥＰＳ） の利用  

1) 電子 調達システムによ る入札参 加を希

望する場 合は、電子認証（ ＩＣカー ド）
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を取得し ていること。また 、確認書 を３

(1)の問 い合わ せ先に事 前にＦＡＸにて

提出する こと。  

2) 電子調達システムによ りがたい 場合は、

証明書等 及び性能等証明書 とともに 紙入

札方式参 加願を提出するこ と。  

２  競争 参加資格  

(1) 予算決算 及び会計 令第 70 条及 び第 71 条

の規定に 該当しない者であ ること。  

(2) 平成 28・ 29・ 30 年度国土交通省競争 参

加資格（ 全省庁統一資格） 「物品の 販売」

のＣ又は Ｄ等級に格付けさ れた関東 ・甲信

越地域の 競争参加資格を有 する者で あるこ

と。なお 、「競争参加者の資格に関する公

示」（平成 27 年 12 月 24 日付官報）に記

載されている時期及び場所で競争参加資格

の申請を受け付ける。  

(3) 会社更生 法に基づ き更 生手続開 始の申し

立てがな されている者又は 民事再生 法に基

づき再生 手続開始の申立て がなされ ている
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者（競争 参加資格に関する 公示に基 づき

(2)の競 争参加 資格を継 続する為に必要な

手続きを おこなった者は除 く ｡)でな いこと。  

(4) 証明書等 の提出期 限の 日から開 札の時ま

での期間 に、関東地方整備 局長から 指名停

止を受け ていないこと。  

(5) 警察当局 から、暴 力団 員が実質 的に経営

を支配す る者又はこれに準 ずるもの として、

国土交通 省公共事業等から の排除要 請があ

り、当該 状態が継続してい る者でな いこと。  

(6) 入札説明 書の交付 を直 接受けた 者である

こと。（ ３ (3)の交付方 法により直接入札

説明書を 入手した者である こと ｡) 

(7) 自動車の 納入実績 が過 去５年間 で１台以

上あるこ と。  

(8) 当該機械 などのア フタ ーサービ ス・メン

テナンス の体制を有する者 であるこ と。  

(9) 製作仕様 書に示す 仕様 が使用目 的に耐え

うるもの と判断できること 。  

３   証 明書等 及び性能 等証明書、入札書 の提出
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場所等  

(1) 電子調達 システム のＵ ＲＬ、証 明書等及

び性能等 証明書、入札書の 提出場所 、契約

条項を示 す場所及び問い合 わせ先  

政府電子調達システ ム  https://www.geps.

go.jp/ 

〒 135-0062 

東京都江 東区東雲 1-9-5 東 雲合同庁 舎 5 階  

関東地方 整備局東京第二営 繕事務所  

総務課専 門官  

電話  03-3531-6550 

(2) 紙入札方 式による 証明 書等及び 性能等証

明書、入 札書の提出場所、 契約条項 を示す

場所及び 問い合わせ先  

 上記 (1)の問 い合わせ 先に同じ  

(3) 入札説明 書の交付 期間 、交付場 所及び交

付方法   

1) 入札 説明書を電子調達 システム により

交付する 。交付期間は平成 29 年 9 月 1

日から平 成 29 年 10 月 20 日までと する 。  
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2) やむ を得ない事由によ り、上記 交付方

法による 入手ができない入 札参加希 望者

に対して は、記録媒体（Ｃ Ｄ－Ｒ等 、Ｕ

ＳＢは不 可）を上記 (1)に持参又は郵送

すること により電子データ を交付す る。

持参によ る場合は、上記 (1)に記録媒体

を持参す ること。郵送によ る場合は 、上

記 (1)に 記録媒 体、返信 用の封筒（切手

を貼付） 、入札参加希望者 の連絡先 がわ

かるもの を同封すること。 受付期間 は平

成 29 年 9 月 1 日から平 成 29 年 10 月 19

日までの 土曜日、日曜日及 び休日等 （行

政機関の 休日に関する法律 （昭和 63 年

法律第 91 号） 第１条第 １項に規定する

行政機関 の休日（以下「休 日」とい

う ｡))を 除く毎 日、９ 時 15 分 から 18 時

00 分まで (最終日は 16 時ま で )とす る。  

(4) 電子調達 システム によ る証明書 等及び性

能等証明 書の提出期限、紙 入札によ る証明

書等及び 性能等証明書の提 出期限  
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平成 29 年 9 月 19 日  13 時 00 分  

(5）電子 調達システムによ る入札書 の提出期

限、紙入 札による入札書の 提出期限  

平成 29 年 10 月 19 日  16 時 00 分  

(6) 開札の日 時及び場 所  

平成 29 年 10 月 20 日  10 時 00 分  

国土交通 省関東地方整備局  

東京第二 営繕事務所  

４  その 他  

(1) 契約手続 きにおい て使 用する言 語及び通貨

日本語及 び日本国通貨に限 る。  

(2) 入札保証 金及び契 約保 証金  免 除。  

(3) 入札者に 要求され る事 項  

1) 電子 調達システムによ り参加を 希望す

る者は、 証明書等及び性能 等証明書 を上

記３ (4)の提出 期限まで に、上記３ (1)に

示すＵＲ Ｌに提出しなけれ ばならな い。  

2) 紙入札方式により参加 を希望す る者は、

必要な証 明書等及び性能等 証明書を ３

(4)の提 出期限 までに、 ３ (2)に示す場 所
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に持参又 は書留郵便等（書 留郵便及 び

「民間事 業者による信書の 送達に関 する

法律」（ 平成 14 年法 律第 99 号）第 ２条

第６号に 規定する一般信書 便事業者 若し

くは同条 第９項に規定する 特定信書 便事

業者の提 供する同条第２項 に規定す る信

書便のう ち、引き受け及び 配達記録 をし

た信書便 をいう ｡)により提 出しなけ れば

ならない 。  

(4) 入札の無 効   本公告に示した競争参 加資

格を有し ない者のした入札 、証明書 等に虚

偽の記載 をした者のした入 札、入札 に関す

る条件に 違反した入札は無 効とする ｡(入札

説明書、 関東地方整備局競 争契約入 札心得、

一般競争 入札（電子調達シ ステム） に際し

ての注意 事項参照）  

(5) 契約書の 作成の要 否  要。  

(6) 落札者の 決定方法   総合評価落札方 式と

する。予 算決算及び会計令 第 79 条の規定

に基づい て作成された予定 価格の制 限の範
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囲内で入 札を行った者のう ち、価格 と価格

以外の要 素を総合的に評価 して得ら れる数

値の最も 高いものを落札者 とする。  

(7) 手続きに おける交 渉の 有無  無 。  

(8) 詳細は入 札説明書 によ る。  


